
台東区介護サービス第三者評価の受審費用助成について

１．内　容

（１）介護サービス第三者評価

　　東京都福祉サービス評価推進機構（機構）が認証した評価機関が、機構の定める評価手法により、機構の定める共通評価項目を評価します。

＊評価機関・評価手法・共通評価項目の詳しい内容は、とうきょう福祉ナビゲーションのホームページを参照してください。（httpｓ://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/）

（２）評価対象サービス種別及び助成金額

	サービス名
	助成額
	助成限度額

	指定認知症対応型共同生活介護事業（介護予防含む）を除く事業（※１）
	受審費用の３分の２の額

（※２）
	３００，０００円

	指定認知症対応型共同生活介護事業（介護予防含む）
	
	６００，０００円


（※１）

指定認知症対応型共同生活介護事業（介護予防含む）、を除く事業については、次のとおりです。

①指定訪問介護事業　②指定訪問入浴介護事業　③指定訪問看護事業　④指定福祉用具貸与事業

⑤指定居宅介護支援事業　⑥指定通所介護事業　⑦指定地域密着型通所介護事業　⑧指定認知症対応型通所介護事業　⑨指定特定施設入居者生活介護事業　⑩指定短期入所生活介護事業　⑪介護老人保健施設　⑫指定小規模多機能型居宅介護事業（介護予防含む）　⑬指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
（※２）

・助成金額に、千円未満の端数がある場合は切り捨てます。

・助成する単位は事業所ごととしますので、例えば、指定訪問介護事業と指定居宅介護支援事業を行っている場合は、最大６０万円（３０万円＋３０万円）助成します。

（３）助成する主な条件

①受審事業所が台東区内にあり、東京都又は台東区の指定を受けていること
②申請月の初日における事業所の全利用者のうち５割以上が、台東区の被保険者であること。

③上記１の（１）に定める介護サービス第三者評価を受審すること。

④上記１の（２）に定めるサービスを行う者であること。

⑤評価結果の公表（とうきょう福祉ナビゲーション）に同意すること。

２．申請受付　　　　
先着順で受付します。
（区の予算の範囲において受審助成していることから、募集予定事業者数に達している場合がございます。受審を予定されている場合は、事前にご連絡くださいますようお願いします。）

申請時に助成事業に要する経費に係る消費税の取扱いや、申請者の消費税納税義務について確認します。申請書と合わせて、消費税仕入税額控除確認書をご提出ください。
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